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令和４年度第１回府中市情報公開・個人情報保護審議会次第 

 

令和４年９月２６日（月）午前１０時～ 

府中市役所北庁舎３階 第１会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

(1) 審議事項 

  ア 本人以外からの収集の制限について 

イ 個人情報保護制度の見直しに伴う府中市個人情報の保護に関す 

る条例の整備について 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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総 務 管 理 部                            

財 産 活 用 課 

 

 

         庁舎(仮)駐車場に設置する防犯カメラから 

         収集する個人情報について 

 

 

１ 諮問趣旨 

  庁舎(仮)駐車場において、施設の警備及び防犯体制を強化のため、防

犯カメラを設置することを予定しておりますが、対象者の容姿に関する

情報を本人以外から収集することが、府中市個人情報保護に関する条例

（以下「条例」といいます。）第７条の収集制限事項に該当するため、

収集の可否を諮問するものです。 

 

２ 施設概要 

 (1)  庁舎(仮)駐車場 

     ア 運用開始日 

         令和５年４月２９日(予定) 

   イ  住 所 

    府中市本町１丁目１１番地１ 

     ウ  施設の内容 

     駐車場、洗車場、自転車置き場、バイク置場、物置 

       

     

 

資料１ 



庁舎(仮)駐車場防犯カメラの設置及び管理運用に関する取扱基準(案) 

 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、庁舎(仮)駐車場(本町一丁目１１番地１)(以下「駐車場」という。)

における防犯カメラの設置及び管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため、 

駐車場に設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの（犯罪の

予防を副次的な目的としているものを含む。）をいう。 

(２) 映像 防犯カメラにより撮影された映像であって、当該映像から特定個人を識別する 

ことができるものをいう。 

(３) 映像データ 映像を電磁的媒体に記録した情報をいう。 

(４) 記 録 装 置 映像を電磁的媒体に記録する装置をいう。 

(５) 電磁的媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができな 

い方式で記録されるための媒体をいう。 

（職員の責務） 

第３条 職務上、映像データの内容を知り得る職員（施設の管理運営に係る業務に従事する 

者を含む。以下｢職員｣という。）は、この基準に基づき防犯カメラの適正な運用に努めな 

ければならない。 

２ 職員は、映像データの内容を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

その職を退いた後も、同様とする。 

（管理責任者の設置） 

第４条 防犯カメラの適正な管理運用を図るため、防犯カメラの管理責任者（以下｢管理責 

任者｣という。）を置く。 

２ 管理責任者は、財産活用課長の職にある者をもって充てる。 

（管理責任者の責務） 

第５条 管理責任者は、この基準に基づき防犯カメラの適正な管理運用を図らなければなら 

ない。 

２ 管理責任者は、防犯カメラの管理運用に関する業務を委託する場合は、この基準に基づ 

く責務を当該受託者に遵守させなければならない。 

（防犯カメラの設置に関する表示） 

第６条 管理責任者は、駐車場内に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法

で表示するものとする。 

（記録装置の設置に係る措置） 

第７条 管理責任者は、記録装置の設置場所について、管理責任者の許可を受けた者以外の



立入りを禁止する等の措置を講ずることにより、映像データの漏えい防止に努めなければ

ならない。 

（防犯カメラの作動時間） 

第８条 防犯カメラの作動時間は、２４時間とする。 

（映像データの保管方法） 

第９条 管理責任者は、映像データを記録した電磁的媒体を保管する場合は、当該電磁的媒

体を施錠のできるキャビネット等に保管し、粉失、盗難、散逸等の防止を図らなければな

らない。 

２ 管理責任者は、次条に規定する映像データの保存期間が経過した後は速やかに当該映像

データの消去、又は当該映像データを記録した電磁的媒体の破砕等の処理を行わなければ

ならない。 

（映像データの保存期間） 

第１０条 映像データの保存期間は、次に掲げる場合を除き、原則として３０日間とする。 

 (１) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保存期間の延長の要請を受けた場合 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 

（映像データの管理等） 

第１１条 前 2条に定めるもののほか、映像データの管理、利用、提供等に関する事項は、 

府中市個人情報の保護に関する条例（平成 15 年 6 月府中市条例第 8号）に定めるところ 

による。 

（雑則） 

第１２条 この基準の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   付 則 

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 
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個人情報保護制度の見直しに伴う条例の整備について 

 

１ 趣旨 

令和３年５月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律」において、個人情報の取扱いについて、これまで民間、国の行政機関、

独立行政法人等に対してそれぞれ個別に定められていた３つの法律が改正後の「個

人情報の保護に関する法律」（以下「法」といいます。）に統合されるとともに、地方

公共団体の個人情報保護制度についても見直され、法による全国的な共通ルールが

適用されることとなりました。 

この見直しに伴い、令和５年４月以降、個人情報保護制度については、法に基づき

国の個人情報保護委員会の監視のもと一元化された取扱いとなりますが、法の施行

に必要な一部の事項については、地方公共団体の条例において定めることができる

とされております。これに伴い、本市において、関連条例の整備を実施します。 

 

２ 個人情報保護制度の見直しに伴う主な変更点 

 (1) 対象となる実施機関の範囲 

 法の対象となる実施機関が市長及び各行政委員会となり、議会が対象外となりま

す。議会は、別途、条例制定等の対応をすることになります。 

 (2) 個人情報の定義 

 個人情報の定義が、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別することがで

きるものとされ、死者の個人に関する情報は対象外となります。本市では、死者の

個人に関する情報の取得、保有、提供の扱いについて、生存する個人に関する情報

に準ずる旨を別途規定します。 

 (3) 個人情報の取得、保有、提供に係る独自の規定 

 法により個人情報の取得、保有、提供に係る規制がなされることから、独自の規

制（収集の制限、収集の禁止、電子計算組織の結合の制限）はできないこととなり

ます。 

 (4) 自己情報開示等の請求にかかる代理人 

本人に代わって開示等の請求ができる者として、未成年者又は成年被後見人の法

定代理人のほか、任意代理人が加わります。 

 (5) 開示決定の期限 

 開示決定の期限を、これまで開示請求があった日から１０日以内としていました

が、開示請求があった日から３０日以内となります。 

 (6) 個人情報ファイル簿の作成及び公表 

 市の事務において千人以上の個人情報を検索できるように体系的に構成したも

資料２ 
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のを保有している場合は、新たに個人情報ファイル簿を作成し公表することとなり

ます。 

 (7) 情報公開・個人情報保護審議会の役割 

 情報公開・個人情報保護審議会は、条例改正時や定型的な事例の運用ルール作成

時などにご審議いただくことになり、個人情報の取得、保有、提供に係る個別の事

案の審議は行わないこととなります。 

 個別の事案は、担当課が広聴相談課に事前協議し、必要に応じ広聴相談課より国

の個人情報保護委員会に照会します。 

 (8) 個人情報保護委員会による監視 

 国の個人情報保護委員会は、市に対して指導・助言・勧告等をすることができ、

市は、百人以上の個人情報漏えい時などには、当該委員会へ報告する義務がありま

す。 

 

３ 条例の整備 

 本市では、府中市個人情報の保護に関する条例（以下「現条例」と言います。）を

廃止し、新たに、府中市個人情報の保護に関する法律施行条例（仮称。以下「施行条

例」と言います。）を制定します。 

  施行条例に規定する主な事項は、次のとおりです。 

 (1) 定義 

 施行条例において使用する用語として、市長、教育委員会 、選挙管理委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会を「実施機関」として定義しま

す。また、「実施機関」以外の用語については、法及び個人情報の保護に関する法

律施行令で使用する用語の例による旨を規定します。 

 (2) 個人情報を取り扱う事務の届出 

 個人情報を取り扱う事務の届出に関する制度を継続します。 

 (3) 不開示情報 

 法第７８条第２項の規定により、情報公開条例との整合的な運用を図るため、情

報公開条例において開示としている情報又は不開示としている情報を条例で追加

することができます。 

本市では、不開示情報として、府中市情報公開条例第７条第７号の不開示情報

（第三者から公にしないという条件で任意に提供された情報）を追加します。 

 (4) 手数料等 

 開示等に係る手数料は、無料とします。また、自己情報の写しの交付を求める者

に対し、当該写しの作成に係る費用を実費として負担していただくこととします。 

 (5) 審査請求 

開示決定等に係る審査請求について、府中市行政不服審査会においてこれまでと

同等の調査が可能となるよう規定します。 

 (5) 府中市情報公開・個人情報保護審議会 

 府中市情報公開・個人情報保護審議会は、法第１２９条の規定に基づき、個人情
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報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要であると認めるときに市の実施機関が諮問する機関とします。 

 (6) 運用状況の公表 

 年１回以上、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表する

こととします。 

 

４ その他 

 (1) 条例要配慮個人情報の扱い 

法第２条第３項で定める要配慮個人情報（人種、社会的身分、病歴、犯歴等）に

加え、地域の特性等に応じ、条例で要配慮個人情報を定めることができるとされて

います。本市では、法で定める要配慮個人情報に、現条例で定める要配慮個人情報

が含有されることから、施行条例において、追加の要配慮個人情報は定めないこと

とします。 

 (2) 行政機関等匿名加工情報の扱い 

事業者等から新たな産業の創出や豊かな国民生活の実現に資する事業の提案が

あった際に、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し復元で

きないようにした行政機関等匿名加工情報の作成・提供ができることとされていま

す。本市では、施行条例施行時の本制度の実施を見送り、実施が義務付けられてい

る都道府県、指定都市の状況を確認しつつ課題等の検証を行います。 

 (3) 府中市情報公開条例の一部改正 

府中市情報公開条例において、自己情報について本人からの申出があったときに

任意的な開示ができる規定がありますが、法に同等の規定があるため、当該規定を

削除します。 

 


